
標準請書条項
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工事請書条項

第１条 工期内に本工事の完成を厳守する。

第２条 工事が完成し引渡すときは、検査官の検査に合格したものに限る。

第３条 書面による承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利を第三者に

譲渡し、又は担保に供することはしない。

第４条 工事の施工及び現場内の取締りに関しては、すべて貴官の指揮監督

に従うものとする。

第５条 図面及び仕様書において監督官の検査を受けて使用するものと指定

された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければな

らない。ただし、検査の結果不合格と決定した材料は、遅滞なく引き取ら

なければならない。

第６条 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することが

できない工事を施工するときは、特に監督官の立ち会いを得て施工する。

第７条 工事の施工が図面又は仕様書に適合しない場合において、官側が図

面又は仕様書に基づく改造を請求したときは、これに従わなければならな

い。ただし、このため請負代金の増額又は工期の延長をすることができな

い。

第８条 次の各号の一に該当するときは、この契約を解除されても異議の申

立てをしない。

(1) 第１０条及び第１１条の規定以外の事由により、工期内に本工事が完成

しないとき。

(2) 完全に契約を履行する見込みがないと認められたとき。

第９条 前条の規定により、この契約を解除されたときは、請負代金の

１００分の１０に相当する違約金を支払うものとする。

第１０条 天災地変その他請負人の責に帰すことができない理由によって、

工期内に完成の見込みがなく、工期を延期しなければならないときは、そ

の理由を明らかにして期限内に延期を請求することができる。

第１１条 前条の規定以外の理由により、工期内に工事を完成することがで

きないときは、その理由を明らかにして期限内に延期を申請し、承諾を受

ける。この場合、遅滞料を支払い、延期の期間を明らかにして履行する。

ただし、遅滞料は、請負代金に対して期限の翌日から起算して、遅滞日数
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ごとに１，０００分の１を乗じて計算した額を指定された期日までに納付

する。ただし、その金額が１００円未満である場合はこの限りでない。

第１２条 請負代金は、完成検査終了後、適法な支払請求書を提出した日か

ら４０日以内に支払を受ける。

２ 前項の規定に基づく期限内に請負代金の支払を受けないときは、政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）に基づく

支払遅延利息を請求することができるものとする。

第１３条 本工事の保証期間は、目的物の引渡し後１年とする。ただし、仕

様書等に別に示された場合には、その示された期間とする。

第１４条 検査前に生じた工事目的物又は工事材料の滅失、き損等すべての

危険負担については、当方の負担において処置する。

第１５条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間の満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対

し、国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）

第２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じ

て計算した額の延滞金を支払う。

第１６条 この契約においては、「責任あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関

する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏ま

えて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

第１７条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示により

解決する。
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物品売買請書条項

第１条 納入する物品は、定められた規格又は見本どおりであって、納期内

に検査に合格したものに限る。

第２条 書面による承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利を第三者に

譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 検査の結果不合格となった場合は、当方の負担において直ちに良品

と交換、若しくは修補し、又は値引きする。

第４条 納入代金は、受渡完了後、適法な支払請求書を提出してから３０日

以内に支払を受ける。

第５条 単価契約の場合には、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税及び地方消費税（円未満切捨て）を加算した額

とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免

税事業者だけの見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していな

い単価で契約したときには、同契約単価により算定し、消費税額及び地方

消費税額の加算は行わないものとする。

第６条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）に規定するところによるものとする。

第７条 天災地変その他やむを得ない理由により納期に納入することができ

ないときは、貴官にその理由を記した書面を提出して、納期の延期又は契

約の解除を申請し、その承認を受ける。

第８条 前条以外の理由により、貴官の承認を得て納期を過ぎて納入したと

きは、遅延料として納期の翌日から起算して納入の日まで遅延１日につい

て未納分の金額の１，０００分の１に相当する金額を指定された期日まで

に納付する。ただし、その金額が１００円未満である場合はこの限りでな

い。

第９条 保証期間は、納入後１年とする。ただし、仕様書に示された場合は、

これによる。

第１０条 検査の結果、不合格となったとき又は保証期間内に契約不適合（納
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入した契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこ

と。）が発見されたときは、当方の負担により指定された期日までに修補

又は良品と交換する。

第１１条 納入検査前に生じた物品の滅失、き損等すべての危険負担につい

ては、当方の負担において処置する。

第１２条 当方が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合は、契約を解除され、違約金として解除部

分に対する契約金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日ま

でに納付する。ただし、その額が１００円未満である場合はこの限りでな

い。

２ 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数

量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部

分の金額を差し引いた額に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基

づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算

した額とする。

第１３条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１４条 この契約においては、「責任あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関

する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏ま

えて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

第１５条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。



4－ 3－ 1

修理請書条項

第１条 修理は、すべて仕様書又は図面に従い、履行期限内に検査に合格す

るものに限る。

第２条 書面による承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利を第三者に

譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 修理に使用する材料は、使用前に係官に連絡し、必要がある場合に

は検査を受けた後、使用するものとする

第４条 仕様書又は図面以外に修理を必要とする箇所を発見したときは、事

前に係官に連絡し、その指示を受ける。

第５条 天災地変その他やむを得ない理由により履行期限内に納入すること

ができないときは、貴官にその理由を記した書面を提出して、履行期限の

延期又は契約の解除を申請し、その承認を受ける。

第６条 前条以外の理由により、貴官の承認を得て履行期限を過ぎて納入し

たときは、遅滞料として履行期限の翌日から起算して納入の日まで遅延１

日について遅延部分の金額の１，０００分の１に相当する金額を指定され

た期日までに納付する。ただし、その金額が１００円未満である場合はこ

の限りではない。

第７条 修理物品を受領するときは、受領書を提出し、それ以後の請負者の

責に期する滅失及びき損については原状に復するか、又は指定の期日まで

に損害賠償を行う。

第８条 修理が完成したときは、貴官に届け出てその日から１０日以内に請

負者又は代理人が立ち会いの上、検査を受け、合格した後引渡しをする。

第９条 検査の結果、不合格と認められたときは、直ちに再修理をする。

第１０条 修理完成品を納入するときは、修理のため交換して不用になった

部品は返還する。

第１１条 請負代金は、受渡完了後適法な支払請求書を提出してから３０日

以内に支払を受ける。

第１２条 単価契約の場合は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ
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く税率を乗じて得た消費税及び地方消費税（円未満切捨て）を加算した額

とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免

税事業者だけの見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していな

い単価で契約した場合は、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消

費税額の加算は行わないものとする。

第１３条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法

律（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第１４条 修理箇所について、第８条に規定する引渡しから１年以内に契約

不適合（引渡した修理物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適

合しないこと。）を発見した旨の通知を受けたときは、直ちにこれを修補

し、その損害を賠償する。

第１５条 当方が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合は、契約を解除され、解除部分に対する請

負金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日までに納付する。

ただし、その額が１００円未満である場合はこの限りでない。

第１６条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１７条 この契約においては、「責任あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関

する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏ま

えて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

第１８条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。
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製作物供給請書条項

第１条 納入する物品は、定められた仕様書又は見本どおりであって、納期

内に検査に合格するものに限る。

第２条 書面による承諾を得ないで、この契約によって生ずる権利を第三者

に譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 検査の結果不合格となったときは、当方の負担において直ちに良品

と交換若しくは修補し、又は値引きする。

第４条 納入代金は、受渡完了後、適法な支払請求書を提出してから３０日

以内に支払を受ける。

第５条 単価契約の場合は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税及び地方消費税（円未満切捨て）を加算した額

とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免

税事業者だけの見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していな

い単価で契約した場合は、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消

費税額の加算は行わないものとする。

第６条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第７条 天災地変その他やむを得ない理由により納期に納入することができ

ないときは、貴官にその理由を記した書面を提出して、納期の延期又は契

約の解除を申請し、その承認を受ける。

第８条 前条以外の理由により、貴官の承認を得て納期を過ぎて納入したと

きは、遅延料として納期の翌日から起算して納入の日まで遅延１日につい

て未納分の金額の１，０００分の１に相当する金額を指定された期日まで

に納付する。ただし、その金額が１００円未満である場合はこの限りでな

い。

第９条 保証期間は、納入後１年とする。ただし、仕様書に示された場合は、

これによる。

第１０条 検査の結果、不合格又は保証期間内に契約不適合（納入した契約



4－ 4－ 2

物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。）が発

見されたときは、当方の負担により指定された期日までに修補又は良品と

交換する。

第１１条 納入検査前に生じた物品の滅失、き損等すべての危険負担につい

ては、当方の負担において処置する。

第１２条 当方が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合は、契約を解除され、解除部分に対する契

約金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日までに納付する。

ただし、その額が１００円未満である場合はこの限りでない。

第１３条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１４条 この契約においては、「責任あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関

する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏ま

えて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

第１５条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。
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役務供給請書条項

第１条 役務は、仕様書、図面又は見本に従い履行期限内に完了する。

第２条 書面による承諾を得ないで、この契約によって生ずる権利を第三者

に譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 検査の結果不合格となったときは、遅滞なくこれを修補する。

第４条 契約代金は、役務完了後、適法な支払請求書を提出してから３０日

以内に支払を受ける。

第５条 単価契約の場合は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税及び地方消費税（円未満切捨て）を加算した額

とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免

税事業者だけの見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していな

い単価で契約した場合は、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消

費税額の加算は行わないものとする。

第５条の２ 契約の履行に当たり、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

第３４条の規定に基づき、役務を実施する従業員に対して労働環境を整

えるものとする。

第６条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第７条 天災地変その他やむを得ない理由により、履行期限内に役務を完了

することができないときは、その理由を記した書面を提出して、履行期限

の延期又は契約の解除を申請し、その承認を受ける。

第８条 前条以外の理由により、貴官の承認を得て履行期限を過ぎて役務を

完了したときは、遅滞料として履行期限の翌日から起算して完了の日まで

遅延１日について、遅滞部分に対する契約金額の１，０００分の１に相当

する金額を指定された期日までに納付する。ただし、その金額が１００円

未満である場合はこの限りでない。

第９条 検査の結果、不合格となったとき、又は役務完了の日から１年以内

に、契約不適合（納入した契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の
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内容に適合しないこと。）が発見されたときは、当方の負担において指定

された期日までに修補する。

第１０条 役務完了前に役務目的物又は役務材料について生じた損害その他

役務提供に関して生じた損害は、当方の負担とする。

第１１条 当方が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合は、契約を解除され、違約金として解除部

分に対する契約金額１００分の１０に相当する金額を指定された期日まで

に納付する。ただし、その額が１００円未満である場合はこの限りでない。

２ 契約の解除が単価契約に係る場合は、その解除部分の金額は、発注数量

に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部分

の金額を差し引いた額に、消費税法の定める規定に基づく税率を乗じて得

た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算した額とする。

第１２条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１３条 この契約においては、「責任あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関

する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏ま

えて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

第１４条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。
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糧食品売買請書条項

第１条 納入する糧食品は、品質、形状等すべて指示された規格仕様又は見

本どおりで、新鮮かつ衛生的なものであって、検査に合格したものに限る。

第２条 書面による承諾を得ないで、この契約によって生ずる権利を第三者

に譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 糧食品の納入は、発注書により行い、その増減は書面又は電話によ

るものとする。

第４条 検査の施行の際は、納入者又はその代理人が立ち会い、もし当方の

都合により立ち会わないときは検査の結果について、異議の申し立てはし

ない。

第５条 検査の結果、不合格となったときは当方の負担において直ちに良品

と交換又は値引きする。

第６条 納入代金は、受渡完了後、適法な支払請求書を提出し３０日以内に

支払を受ける。

第７条 単価契約の場合は、毎１月分を取りまとめ翌月請求するものとし、

その支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税事業者の場合は、消

費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き契約単価に確定数量

を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づ

く税率を乗じて得た消費税及び地方消費税（円未満切捨て）を加算した額

とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単価で契約した場合又は免

税事業者だけの見積りにより消費税及び地方消費税相当額を控除していな

い単価で契約した場合は、同契約単価により算定し、消費税額及び地方消

費税額の加算は行わないものとする。

第８条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第９条 天災地変その他やむを得ない理由により、指示どおりの日時に納入

することができないときは、部隊の給食に支障を来さない時間的余裕をも

って貴官にその理由を詳記して、納入の延期又は契約の解除を請求する。

第１０条 前条以外の理由により、貴官の承認を得て納入期日を過ぎて納入

したときは、遅延料として納期の翌日から起算して納入の日まで遅延１日

について、その遅滞部分に対する契約金額の１，０００分の１に相当する
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金額を指定された期日までに納付する。ただし、その金額が１００円未満

である場合はこの限りでない。

第１１条 検査前に生じた損害は、すべて当方の負担とする。

第１２条 納入者、その家族及び従業員並びにその近在に伝染病が発生した

ときは、速やかに衛生保健所に連絡するとともに納入を中止し、その旨を

申し入れるとともに貴官の指示に従う。

第１３条 当方が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合は、契約を解除され、違約金として解除部

分に対する契約金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日ま

でに納付する。ただし、その額が１００円未満である場合はこの限りでな

い。

２ 契約の解除が単価契約に係る場合は、その解除部分の金額は、発注数量

に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部分

の金額を差し引いた額に、消費税法の定める規定に基づく税率を乗じて得

た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算した額とする。

第１４条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１５条 この契約においては、「責任あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関

する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏ま

えて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

第１６条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。
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宿舎借上請書条項

第１条 宿舎及び食事の提供は、仕様書、又は貴官の指示に従い、履行期間

に適切に履行する。

第２条 書面による承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利を第三者に

譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 予定数量による契約の場合、その増減の通知は、書面又は口頭によ

り受けるものとする。予定数量の増減による損害賠償は請求しない。ただ

し、著しい場合は、貴官と協議する。

第４条 宿舎及び食事の提供については、安全及び衛生管理に万全を期す。

第５条 当方及びその従業員並びにその近在に伝染病が発生したときは、履

行の中止を申し入れるとともに貴官の指示に従う。

第６条 検査が行われるときは、当方又はその代理人が立ち会い、もし当方

の都合により立ち会わないときは、検査の結果について、異議の申し立て

はしない。

第７条 契約代金は、履行完了後、適法な支払請求書を提出してから、３０

日以内に支払いを受ける。

第８条 単価契約の場合、支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税

事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き

契約単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未

満切捨て）を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単

価で契約した場合又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより消費税

及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約

単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとす

る。

第９条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第１０条 天災地変その他やむを得ない理由により履行することができない

ときは、貴官にその理由を記した書面を提出して、契約の解除を申請し、

その承認を受ける。

第１１条 履行完了前に契約の目的その他契約履行に関して生じた損害は、
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当方の負担とする。

第１２条 当方が契約上の義務に違反したことによって、この契約の目的を

達することができなくなった場合は、契約を解除され、違約金として解除

部分に対する契約金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日

までに納付する。ただし、その額が１００円未満である場合は、この限り

ではない。

２ 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数

量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部

分の金額を差し引いた額に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基

づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算

した額とする。

第１３条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１４条 この契約においては、「責任あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関

する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏ま

えて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

第１５条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。
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借上請書条項

第１条 貴官の借上に係る内容は、仕様書、又は貴官の指示に従い、履行期

間に適切に履行する。

第２条 書面による承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利を第三者に

譲渡し、又は担保に供することはしない。

第３条 予定数量による契約の場合、その増減の通知は、書面又は口頭によ

り受けるものとする。予定数量の増減による損害賠償は請求しない。ただ

し、著しい場合は、貴官と協議する。

第４条 貴官の借上げに係る物品（資機材及び車両等を含む。以下同じ。）

の貸出しを行う場合には、貴官が定める当方の貸出期限（当方が貴官に当

該物品を差し出す期限をいう。）までに、貴官の指示する当方の貸出準備

（貸出期間において支障のないよう整備を行い確認を受ける等の行為をい

う。）を完了した後、貸出しを行う。この場合において、貸出し時におけ

る物品の破損等については、当方の負担とする。

２ 貴官の借上げに係る不動産の全部又は一部の貸出しを行う場合には、貴

官が定める当方の貸出期限（当方が貴官に当該不動産の全部又は一部を差

し出す期限をいう。）までに、貸出期間中において支障のないよう整備を

行うほか、安全及び衛生管理に万全を期するとともに、契約内容に備付器

材等の使用が含まれているときには、貴官が指示する当方の貸出準備（当

該器材等を使用可能な状態にして確認を受ける等の行為をいう。）を完了

した後、貸出しを行う。

３ 貸出期間中において、その貸し出した物品 (以下「貸出物品」という｡)

又は不動産の全部若しくは一部（以下「貸出物品等」と総称する。）の使

用が不能になったこと等により契約の目的を達し得ない状況が生じたとき

には、速やかに貸出物品等に代わる物品又は不動産の全部若しくは一部を

差し出すこと等により必要な対策を講じる。ただし、当該状況が当方の責

に帰さない事由により生じたものである場合には、貴官とその後の対応等

について協議の上、その指示に従う。

４ 貴官は、借上期間中において、その借り上げた物品又は不動産の全部若

しくは一部を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用するも

のとする。
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５ 貸出期間中において生じた貸出物品等の破損等に係る費用は、当方の負

担とする。ただし、当該破損等が、当方の責に帰さない事由により生じた

ものである場合には、貴官と当該破損等に係る費用について協議する。

６ 貸出物品の引取りについては、貴官が定める当方の引取期限までにその

履行を完了する。この場合において、引取り時において生じた貸出物品の

破損等に係る費用は、当方の負担とする。

第５条 検査が行われるときは、当方又はその代理人が立ち会い、もし当方

の都合により立ち会わないときは、検査の結果について、異議の申し立て

はしない。

第６条 契約代金は、履行完了後、適法な支払請求書を提出してから、３０

日以内に支払いを受ける。

第７条 単価契約の場合、支払請求額は、消費税額及び地方消費税額（免税

事業者の場合は、消費税及び地方消費税相当額とする。以下同じ。）抜き

契約単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未

満切捨て）を加算した額とする。ただし、消費税及び地方消費税込みの単

価で契約した場合又は免税事業者だけの入札若しくは見積りにより消費税

及び地方消費税相当額を控除していない単価で契約した場合には、同契約

単価により算定し、消費税額及び地方消費税額の加算は行わないものとす

る。

第８条 支払遅延利息については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の規定するところによるものとする。

第９条 天災地変その他やむを得ない理由により、契約内容どおり履行する

ことができないときは、貴官にその理由を記した書面を提出して、履行の

延期又は契約の解除等を申請し、その承認を受ける。

第１０条 履行完了前に契約の目的その他契約履行に関して生じた損害は、

当方の負担とする。

第１１条 当方が契約上の義務に違反したことによって、この契約の目的を

達することができなくなった場合は、契約を解除され、違約金として解除

部分に対する契約金額の１００分の１０に相当する金額を指定された期日

までに納付する。ただし、その額が１００円未満である場合は、この限り

ではない。
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２ 契約の解除が単価契約に係る場合には、その解除部分の金額は、発注数

量に消費税額及び地方消費税額抜き契約単価を乗じ、その額から納入済部

分の金額を差し引いた額に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基

づく税率を乗じて得た消費税額及び地方消費税額（円未満切捨て）を加算

した額とする。

第１２条 違約金又は遅滞料を指定された期日までに納付しない場合は、納

付期間満了の日の翌日から納付した日までの日数に応じ、未納金額に対し、

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第

２９条第１項本文の規定に基づき財務大臣の定める延納利息の率を乗じて

計算した金額を延納利息として支払う。

第１３条 この契約においては、「責任あるサプライチェーン等における人

権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネスと人権に関

する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏ま

えて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

第１４条 前各条以外の事項については、貴官と協議の上、その指示に従う。



標準契約書

契約書式



5－ 1－ 1

標準契約書（目次１(1)から(7)までに掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入

印紙

を甲とし を乙として

下記により 契約を締結する。

契約金額￥

品 名（件名） 規 格 単位 数 量 単 価 金 額

納期(履行期限) 納 地

契 約 保 証 金 役務提供場所

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲 印

乙 印



5－ 1－ 2

標準契約書（目次１(8)及び(9)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入

印紙

を甲とし を乙として

下記により 契約を締結する。

契約金額￥

品 名（件名） 規 格 単位 数 量 単 価 金 額

引 渡 期 限 引 渡 場 所

契 約 保 証 金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲 印

乙 印



5－ 1－ 3

標準契約書（目次１(10)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 産業廃棄物等収集運搬業務委託契約 を締結する。

契約金額：￥

内 訳
品名（件名）等 単位 数量 単価 金 額 備 考

引 渡 場 所 引 渡 期 限

搬 入 場 所 履 行 期 限

契約保証金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項産業廃棄物等収集運搬業務委託契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲

印

乙

印

※産業廃棄物等収集運搬業務委託契約条項適用に係る標準契約書



5－ 1－ 4

標準契約書（目次１(11)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 産業廃棄物等処分業務委託契約 を締結する。

契約金額：￥

内 訳

品名（件名）等 単位 数量 単価 金 額 備 考

履 行 期 限

履 行 場 所

契約保証金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項産業廃棄物等処分業務委託契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲

印

乙

印



5－ 1－ 5

標準契約書（目次１(12)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 電力需給契約 を締結する。

契約単価 （基本料金：契約電力１ＫＷ／月）

夏 期

その他季
契約電力量料金単価その他
（電力量料金等：使用電力量１ＫＷｈ） 昼 間

夜 間

契 約 電 力 ＫＷ 供 給 場 所 基地

標準周波数 ＨＺ 供給電力方式 交流 相 線式

供 給 電 圧 標準電圧 Ｖ 計 量 電 圧 標準電圧 Ｖ

計 量 日 時 受 電 方 式

供給場所における電力会社の架空引込線と甲が敷設した断路器の電
供 給 地 点

源側接続点

電気工作物の 供給地点における電力会社の架空引込線と甲が敷設した断路器の電
財産分界点 源側接続点（保安上の責任分界点につき同じ）

履 行 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

契約保証金

契 約 方 法 単価契約

航空自衛隊標準契約条項電力需給契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲
印

乙
印



5－ 1－ 6

別表

料 金 率 表

料 金 項 目 単位 単 価

基本料金 （契約電力１ＫＷにつき） 円

夏 期 円
従量料金
（使用電力１ＫＷ時につき） 冬 期 円

昼 間 円

夜 間 円

そ の 他 円



5－ 1－ 7

標準契約書（目次１(13)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 食器洗浄作業等部外委託 契約を締結する。

契 約 項 目 食 事 区 分 単位 予定作業量 単 価 備 考

朝食作業

食器洗浄及び 昼食作業

清掃作業等

夕食作業

契 約 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

契 約 保 証 金

契 約 方 法 単価契約

役務履行場所

航空自衛隊標準契約条項食器洗浄作業等部外委託契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲 印

乙 印



5－ 1－ 8

標準契約書（目次１(14)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 宿舎借上契約 を締結する。

件 名 規 格 単位 予定数量 単 価 備 考

履 行 期 間

履 行 場 所

契 約 保 証 金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項宿舎借上契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲 印

乙 印



5－ 1－ 9

標準契約書（目次１(15)に掲げる契約条項による場合）

契 約 書 収入印紙

を甲とし を乙として

下記により 借上契約 を締結する。

契約金額：￥

件 名 規 格 単位 数量 単 価 金 額

履 行 期 間 (乙)貸出期限

履 行 場 所 (乙)引取期限

契 約 保 証 金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準契約条項借上契約条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

令和 年 月 日

甲 印

乙 印



5－１－ 10

標準契約書（その他）

契 約 書

甲及び乙は、下記により、 を締結する。

契約金額 ¥
（うち消費税額及び地方消費税額¥ ）

【単価 ¥ 】

調 達 要 求 番 等

契 約 番 号 等

契約品名（件名）

規 格 等

数 量 ・ 単 価

納期（履行期限等）

納入（履行）場所

契 約 方 法

前 金 払 部 分 払

契 約 保 証 金 官 給 品 等

適用する標準契約条項

適用する特約条項等

その他特記事項

年 月 日

甲

乙

業者コード



5－１－ 11

付紙様式

契 約 番 号 等

契 約 品 名 （ 件 名 ）

適用する契約条項等

番号 種類 名 称



標準請書
請書書式



5－ 2－ 1

標準請書（目次４(1)から(6)までに掲げる請書条項による場合）

請 書 収入印紙

契約担当官官職氏名

殿

契約金額￥

品 名（件名） 規 格 単位 数 量 単 価 金 額

納期(履行期限) 納 地

契 約 保 証 金 役務提供場所

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準請書条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

上記の事項を承諾の上、契約を履行します。

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名



5－ 2－ 2

標準請書（目次４(7)に掲げる請書条項による場合）

請 書 収入印紙

契約担当官官職氏名

殿

件 名 規 格 単位 予定数量 単 価 備 考

履 行 期 間

履 行 場 所

契 約 保 証 金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準請書条項宿舎借上請書条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

上記の事項を承諾の上、契約を履行します。

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名



5－ 2－ 3

標準請書（目次４(8)に掲げる請書条項による場合）

請 書 収入印紙

契約担当官官職氏名

殿

契約金額￥

件 名 規 格 単位 数量 単 価 金 額

履 行 期 間 貸 出 期 限

履 行 場 所 引 取 期 限

契 約 保 証 金

契 約 方 法 確定、概算、単価契約

航空自衛隊標準請書条項借上請書条項
契 約 条 項

及び適用契約条項の関係条項による。

特 約 条 項

上記の事項を承諾の上、契約を履行します。

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名



5－ 2－ 4

標準請書（その他）

請 書

下記のとおり、お請けいたします。

契約金額 ¥
（うち消費税額及び地方消費税額¥ ）

【単価 ¥ 】

調 達 要 求 番 等

契 約 番 号 等

契約品名（件名）

規 格 等

数 量 ・ 単 価

納期（履行期限等）

納入（履行）場所

契 約 保 証 金

適用する標準請書条項

その他特記事項

年 月 日

殿

住所、会社名、代表者名

業者コード



5－ 2－ 5

付紙様式

契 約 番 号 等

契 約 品 名 （ 件 名 ）

適用する請書条項等

番号 種類 名 称


